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午前１０時０１分 開議

（出席議員数１８名）

────────────────────

開 議 宣 告

────────────────────

これより、本日の会議○議長（北猛俊君）

を開きます。

────────────────────

会議録署名議員の指名

────────────────────

本日の会議録署名議員○議長（北猛俊君）

には、

今 利 一 君

覚 幸 伸 夫 君

を御指名申し上げます。

────────────────────

市 長 の 訂 正 発 言

────────────────────

この際、１２月１８日○議長（北猛俊君）

に行われました一般質問について、あらかじ

め申し出のありました市長の発言を許可いた

します。

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

議長の発言のお許しをいただきましたの

で、申し上げたいと存じます。

先刻、１８日の天日議員の一般質問１件目

の国民健康保険についての答弁におきまし

て、「医療通知書は国の基準により郵便料金

など全額補てんされており」と申し上げまし

たが、「応分の補てんがされており」に御訂

正をさせていただきたく、ここにおわびを申

し上げたいと思います。

以上です。

以上で、市長の発言を○議長（北猛俊君）

終わります。

────────────────────

諸 般 の 報 告

────────────────────

事務局長をして、諸般○議長（北猛俊君）

の報告をいたさせます。

事務局長大畑一君。

－登壇－○事務局長（大畑一君）

議長の諸般の報告を朗読いたします。

今定例会の追加議案につきましては、議会

側提出の事件、意見案８件、事務調査１件、

都市事例調査１件があり、本日配付の議会側

提出件名表ナンバー２に記載のとおりでござ

います。

以上でございます。

────────────────────

議会運営委員長報告

────────────────────

次に、本定例会の運営○議長（北猛俊君）

に関して、議会運営委員長より報告を願いま

す。

議会運営委員長岡本俊君。

－登壇－○議会運営委員長（岡本俊君）

議会運営委員会より、１２月１８日、日程

終了後、委員会を開催し、追加議案の取り扱

いについて審議いたしました結果を御報告申

し上げます。

追加議案は、議会側提出案件１０件で、そ

の内訳は、意見案８件のほか各委員会より閉

会中の事務調査１件、都市事例調査１件の申

し出がございます。

いずれも本日の日程の中で御審議願うこと

にしております。

以上を申し上げまして、議会運営委員会か

らの報告を終わらせていただきます。

お諮りいたします。○議長（北猛俊君）

ただいま議会運営委員長より報告のとお

り、本定例会を運営いたしたいと存じます。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、ただいまお諮りのとおり決しまし

た。

────────────────────

日程第１

議案第１号 平成１９年度富良野市

一般会計補正予算（第５号）

議案第１８号 指定管理者の指定に



― 133 ―

ついて（富良野市立養護老人ホーム

寿光園）

議案第１９号 指定管理者の指定に

ついて（富良野市屋外スポーツ施

設）

────────────────────

日程第１ 議案第１号○議長（北猛俊君）

平成１９年度富良野市一般会計補正予算及び

これに関連する議案第１８号指定管理者の指

定について（富良野市立養護老人ホーム寿光

園）、議案第１９号指定管理者の指定につい

て（富良野市屋外スポーツ施設）、以上３件

を一括して議題といたします。

最初に、議案第１８号指定管理者の指定に

ついて（富良野市立養護老人ホーム寿光園）

を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

８番岡本俊君。

今回の寿光園の指定管○８番（岡本俊君）

理者の指定についてですが、資料としていた

だきまして、それぞれ総合点を含めて資料を

いただいたわけですが、やはりあそこは今ま

でと違って、利用するというより、むしろ居

住している方がたくさんおられて、それを指

定管理に出すということでは、ある一定のマ

ンパワーと一定の人員をしっかり確保しなけ

ればいけない、そういう部分でも採点がござ

いますが、このあさひ郷の平均の勤続年数と

いうのですか、それはどのようにこの中で審

査されたのか、その点について御質問したい

と思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

岡本議員の質問○総務部長（下口信彦君）

に答えていきたいと思いますが、職員の勤続

年数というものにつきましては、私ども検討

の材料とさせていただいたわけではないわけ

でございます。施設におかれまして、このあ

さひ郷が適正かどうかという中で選定をさせ

ていただいたということでございます。

ということは、必要な人員が確保されてい

るか、スムーズに運営がされるかということ

の中で、人員配置等の中で選定をさせていた

だいたということでございます。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

８番岡本俊君。

寿光園に居住されてい○８番（岡本俊君）

る方を含めて、サービスを受ける側としては

親近感を持つとか、いろいろそういう部分と

いうのは加味されるべきだと思うのですが、

私は労働環境を含めて大変厳しくて、人の入

れかわりというのは否定をするものではない

のですが、やはり長くそこに携わるほうが安

定したサービスが提供できるのではないか

と、そう思っているものですから、あさひ郷

の広報だとかを見ると、大変お世話になりま

したと、新しく入りました、よろしくお願い

しますと、そういう部分で、いろいろな事情

があるかもしれませんが、人の出入りが多い

という印象を持っているものですから、そう

いう部分で寿光園を指定管理する場合におい

て、寿光園には一定の長期の、そして、そこ

に住んでいる人たちのことを理解できるよう

な体制が必要ではないかと理解しているもの

ですから、できればそこにいる方は、トップ

は長いとは思いますけれども、サービスを提

供する側としては、やはりそこで長く働いて

いただいて安定的なサービスをしていただき

たいと、そういう思いで言っているわけです

が、その辺についてはどうですか。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

保健福祉部長高野知一君。

岡本議員の○保健福祉部長（高野知一君）

再質問にお答えをいたします。

富良野あさひ郷さんの職員関係の離職率の

問題もあるかと思いますが、過去の関係で

ちょっとお聞きをしてございますので、その

内容を含めてお話をしたいと思いますが、現

在、北の峰ハイツ自体での職員数は７０名相

当おられます。平成１６年度段階では、多少

いろいろなことがありまして、１５名が退職

をされているという状況でございますから、
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率的にいけば２１％ぐらいになるかと。

ここ２年間、１７年度については７名、１

８年度については７名、内容については、結

婚により退職をされている方々ということを

お聞きしておりますので、労働条件が悪くて

云々という状況ではなくて、そういった状況

で離職されているのかと、こういう感じは受

けとめております。

あさひ郷さん自体も社会福祉法人として、

雇用関係については労働条件の整備なり賃金

体系もしっかりしながら雇用体系をされてい

るということでございますので、その関係に

ついては法人全体として同じような取り組み

をするという状況になりますので、当然とし

て寿光園に勤務される方々の体制についても

同じような形態になるのかと、このように思

います。

雇用される方々については、正規職員で雇

用される方と、今後、法人的には、直営で

やっている場合については臨時職員で短期の

雇用、６カ月だとか１１カ月だとかいろいろ

ありましたけれども、今度は法人になります

と契約社員的なものの対応でするということ

でございますから、人数的な、形態的には引

き続きがなされるものと、こういう状況で考

えておりますので、私たちも入所者が常に安

心して過ごすためには、職員と入所者の信頼

関係がとても大事だと思ってございますの

で、そういうことについても社会福祉法人と

しては熟知をしておりますので、私どもは加

えながらそういった指導を含めてお願い申し

上げていきたいと、このように思っておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

ほかに質疑ございませんか。

２番宮田均君。

この社会福祉法人あさ○２番（宮田均君）

ひ郷の指定管理選定の採点の中で、２の３、

施設が地域に開かれたものとして運営される

よう地域の住民やボランティア団体との連携

及び協力を図る方策が講じられているかとい

うのが、この採点表の中では一番低くなって

いるわけです。

その中で、山部地区にあると、今までも直

接ではないですけれども、食料の調達、ある

いは衣類、小物関係、それはなるべく地元地

域から利用するということもございますし、

あるいは山部中学校のすぐ隣にあることから

して、学校を含めた連携、こういうものをお

年寄りたちとの交歓を含めまして考えていく

ということについては不安なのかなというこ

とでお見受けしましたが、その点について、

採点を含めまして評価的にはどういうような

ことで選定評価になったのかということをお

聞きしたいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

宮田議員の質問○総務部長（下口信彦君）

にお答えさせていただきたいと思います。

まず、管理計画書の中で、運営体系、体制

の地域との連携というものがございます。特

に、寿光園後援会の協力体制ですとか、中学

生を対象としたボランティアスクール、ある

いは、看護学校、専門学校の介護福祉士や

ホームヘルパーの養成時の実習の受け入れ、

これも行ってございます。福祉介護専門の人

材育成などの施設として果たす役割はかなり

大きいということで、受け入れをしていると

ころでございます。

そうした反面、地域の連携においてスムー

ズにいくためにも、いろいろと私どもあさひ

郷さんにお願いをしているところでございま

す。

一つには、現在、寿光園後援会の会員が５

３名いらっしゃいます。その中で、毎月第２

木曜日ですか、喫茶コーナーということで、

お茶ですとかコーヒーの提供をしているとい

うことがあります。これは触れ合いの集いと

いうことでございます。

環境整備といたしまして、６月上旬、花の

植栽の花壇の造成も行ってございます。９月

上旬には窓ふきと周辺の草刈りだとか、これ

は触れ合いの集いということで開催してござ
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いますし、地域を上げまして寿光園の盆踊り

大会、あるいはレクリエーション大会、敬老

会などの開催に協力していただいてございま

すので、この辺につきましてもあさひ郷さん

にお願いして掲出していただきたいというこ

とでお願いをさせていただいているところで

ございます。

また、小中学校の総合学習といたしまし

て、ボランティアスクールということで、樹

海小学校ですとかとか山部中学校の生徒さ

ん、あるいは看護学校の老年看護等の実習の

受け入れも今まで同様にしていただくよう指

導していきたいということで、これにつきま

してもあさひ郷さんにお願いをしてございま

すので、受け入れ体制、あるいは決まり次

第、関係者と接点を持ちまして、方法等も協

議していきたいということを確認されている

ところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

２番宮田均君。

今、各種行事、各種団○２番（宮田均君）

体との連携、看護学校は富良野だとしても、

地域との連携というのが出てきましたけれど

も、これは計画の中に策定というか、計画が

出てきますよね、こういうふうにやりますと

いう。今おっしゃったことは、今までやられ

てきたことだと思うのです。それは最低限こ

れからも確保していくという、その約束とい

うか、そういうものは確保されるのでしょう

か。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

質問にお答えさ○総務部長（下口信彦君）

せていただきたいと思います。

この施設につきましては、最初の寿光園と

いうことで、再度の指定管理ではございませ

んので、そういうことで、あさひ郷さんの理

事の方に選定委員会の中でプレゼンテーショ

ンという形で来ていただきまして、この辺に

つきましてもお話し合いをさせていただい

て、確認をさせていただいたところでござい

ます。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

そのほかございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で議案○議長（北猛俊君）

第１８号の質疑を終わります。

次に、議案第１９号指定管理者の指定につ

いて（富良野市屋外スポーツ施設）を議題と

いたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

２番宮田均君。

野外施設の中には、今○２番（宮田均君）

度運営されました若葉プールも入るというよ

うなことで思いますけれども、これはこの物

件の中に、野外スポーツ施設の中に、この若

葉プール、これはきちん管理施設の中に含ま

れているのかどうか、これをお聞きしたいと

思います。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午前１０時１９分 休憩

午前１０時２１分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の宮田均君の質問に御答弁願いま

す。

教育委員会教育部長杉浦重信君。

宮田○教育委員会教育部長（杉浦重信君）

議員の御質問にお答えをさせていただきたい

と思います。

若葉プールが今回指定管理者に導入します

屋外スポーツ施設の中に含まれているかどう

かという御質問かと思いますけれども、この

屋外３プールにつきましては、今回の屋外ス

ポーツ施設の中の対象とはなってございませ

ん。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

２番宮田均君。

指定管理業者の中にこ○２番（宮田均君）
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の若葉プールが入っていないということにつ

いては、ということは、来年度の運営は考え

ていないという、入っていないということで

御理解してよろしいですか。

答弁はよろしいです○議長（北猛俊君）

か。

そのほか質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で議案○議長（北猛俊君）

第１９号の質疑を終わります。

次に、議案第１号平成１９年度富良野市一

般会計補正予算を議題といたします。

質疑は、予算第１条の歳出より行います。

事項別明細書２２ページ、２３ページをお

開きください。

１款議会費、２款総務費、２２ページ、２

３ページより２４ページ、２５ページまでを

行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（北猛俊君）

に移ります。

３款民生費、４款衛生費、２６ページ、２

７ページより２８ページ、２９ページまで行

います。

質疑ございませんか。

１２番天日公子君。

３款１項１の社会○１２番（天日公子君）

福祉総務費の中の１１２番福祉のまちづくり

事業についてお伺いいたします。

この件につきまして、どのようにしてこの

経過になったか御説明お願いいたします。

御答弁お願いします。○議長（北猛俊君）

保健福祉部長高野知一君。

天日議員の○保健福祉部長（高野知一君）

質問にお答えをいたします。

２７ページ、３款１項１目の１１２番福祉

のまちづくり事業、委託料３６万円の件でご

ざいますが、これは社会福祉協議会に出して

おります福祉燃料の一部助成の関係の予算で

ございます。当初予算で３００万円の中に、

この福祉燃料的には７０万円の予算措置を講

じてございましたが、昨今の灯油の高騰によ

りまして、生活をする関係から含めて非常に

大変であろうと、こういう状況の中で、対象

世帯を要保護世帯、いわゆる生活保護基準

１.１の世帯を対象にしておりましたので、

ここの部分について補てんをしたいと、こう

いうことで積算をいたしました。

従来の予算につきましては、昨年からこの

事業を改めて開始をしてございます。その際

には、従前まで実施をしておりました世帯を

対象にしておりましたけれども、その部分で

価格的に２５円、リッター的に２万８,００

０円を基礎としてスタートしてございますの

で、今般、昨年からこの１年間に値上がりし

た部分を積算いたしまして、１７円の積算根

拠で２万８,０００リッターを出したいと、

こういうことで計算した結果、現在７０万円

出している数字からいきますと、総体的に１

００万ちょっとかかるという状況になりまし

たので、３６万円を計上したところでござい

ます。

現在の７０万円の中では、基準によりまし

て１世帯６,０００円を支給してございま

す。今回、この３６万円を計上することによ

りまして４,０００円の積算が出てまいりま

すので、補正が通った段階におきましては、

保護世帯基準１.１世帯の当たり約１万円の

支給と、こういう状況で実施をしてまいりた

いと、このように思っている次第でございま

す。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１２番天日公子君。

今年度の７０万円○１２番（天日公子君）

と今回の３６万円で、全部で２５円と１７円

の値上げということで４２円の値上がりに

なっております。それで、４２円で２万８,

０００リットルということで今お聞きいたし

ましたが、実はこの基準額については、１７

年度のときの基準額に４２円を足すというこ

とになっているのですが、１７年度の基準額

につきましては、幾らでやって４２円が追加
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になったのか。１８年度からこの事業が始

まっていますよね。１８年度の続きで、こと

しもまた７０万円を委託料ということで社会

福祉協議会のほうに出しているわけなのです

が、１７年度の基準の金額、その金額につい

て再度お聞きいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

保健福祉部長高野知一君。

再質問にお○保健福祉部長（高野知一君）

答えをいたします。

２５円を積算した段階におきましては、平

成１６年度に実施をいたした価格が５３円と

いうことで積算をしていましたので、その

後、値上がりした部分を２５円と見込んでご

ざいます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１２番天日公子君。

はい、わかりまし○１２番（天日公子君）

た。

そうしますと、今後も１６年度の基準額が

ずっと続くということで理解してよろしいで

しょうか。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

保健福祉部長高野知一君。

再質問にお○保健福祉部長（高野知一君）

答えをいたします。

この事業は、従来やっていました要保護世

帯福祉燃料援護費とは変わって、新たに社会

福祉協議会に委託を出して福祉の燃料という

ことで創設をした状況になってございますの

で、１８年度に実施をした金額、そしてさら

に今年度実施をする金額、これが積み重なっ

て継続をするという状況の運びになりますの

で、基礎ということではありませんけれど

も、今の状況を土台にしたものということで

御理解をいただきたいと思います。

そのほか質疑ございま○議長（北猛俊君）

せんか。

１番佐々木優君。

今回補正が出ている○１番（佐々木優君）

中で、庁舎なり文化会館なり、そういう燃料

費の合計が６５０万円ぐらいになっておりま

す。その他の公用車の燃料代だとか、生活交

通路線の維持対策費ということで１３０万

円、これも燃料代と伺っております。それら

を含めると、今回の補正では燃料代にかか

わって８００万円以上の補正が組まれており

ます。

このことは役所だけではなくて、生活する

すべての市民に負担がかかってきておりま

す。もちろんそのことによって地域経済に与

える影響もすごく大きいものだと思うわけで

すけれども、その辺の認識について市長の見

解を伺いたいと思います。

それから、もう１点ですけれども、今、全

道１８０市町村でほとんどの市町村がこの対

策を、去年なかった町でも今やろうとしてお

ります。１８日現在で実施を決めたのが９０

市町村、検討中というのが８７市町村だそう

です。恐らく全地域で行われるようになると

思いますけれども、ほかの地域でやっている

ことと比べて富良野市でやっている、ほかの

地域で今行われているのは福祉灯油という範

囲を超えて、市民の暮らしを守るという立場

でかなり多くの予算を補正で組んでいる自治

体が多くありますけれども、それらほかの自

治体と比べてどのような感じを持っておられ

るか、御答弁をお願いいたします。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午前１０時３０分 休憩

午前１０時３４分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の佐々木優議員の質問に御答弁をい

ただきますが、内容は福祉のまちづくり事業

についての御答弁ということでお願いをいた

します。

御答弁願います。

市長能登芳昭君。

佐々木優議員の御質○市長（能登芳昭君）

問にお答えをいたしたいと思います。
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市長の見解ということですから、現状は今

非常に石油の値上げという状況の中で、特に

寒冷地の北海道におきましては、それぞれ住

民の方々の生活というのは相当厳しい状況に

あると、そういう認識をいたしているところ

でございます。

先ほど保健福祉部長からお答えをさせてい

ただきました中で、本市の場合のそういう福

祉灯油的な要素のものについては、基本的に

は生活保護基準の１.１２以上に該当する

方々に対して、それぞれ地域の民生員、児童

委員さんを通じて調査をし、その中から出て

きた状況の中で査定をさせていただいたと、

こういう状況と、もう一つは、先ほど１.１

以上、そういう状況の中で、もう一つは、私

は見解的にはそういう状況がこれから継続的

に続くのか続かないのか、こういった状況が

非常に市町村の段階で見きわめが難しい状況

であると、こういうことも含めて考えている

ところでございまして、現行においては予算

の範囲内ということで御計上をさせていただ

いたことでございます。

先ほど生活保護基準１.１以下という状況

でお話しいたしましたが、以上ということで

言いましたけれども１.１以下ということ

に、内容はそういう内容でございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

大変失礼をしまし○１番（佐々木優君）

た。項目を先に言わずに質問しましたので、

混乱をしてしまいました。済みませんでし

た。

それで、恐らくいろいろなほかの町の状況

も御存じだとは思いますけれども、先ほども

質問したとおり、ほかの町と比べて富良野の

この予算はどうなのかという比較をされたの

かどうかはわかりませんけれども、３６万円

の補正ですけれども、道から半分助成があり

ます。ということは、市の財政としては１８

万円の補正をしたということになると思いま

す。

例はたくさんあるのですけれども、例えば

の話をしますけれども、ほかの町はほかの町

だと言うのでしょうけれども、稚内は福祉灯

油ではなくて燃料高騰緊急対策事業の実施と

いうことで行われておりまして、今までの福

祉灯油はそのまま１００リッターから１５０

リッターを灯油券で交付をしますけれども、

そのほかに身障者、母子家庭というところで

１,０００世帯、稚内は富良野より人口が多

い４万１,０００人くらいですから、世帯数

でも２万戸近くあるのかと思いますけれど

も、その中で１,０００世帯を助成するとい

うことで１,１００万円の、これは福祉灯油

の予算ではなくて、別枠で予算を組んでおり

ます。

隣町上富良野でも、情報は知っておられる

とは思いますけれども５５０万円ということ

で、富良野の半分の人口でこのような対策を

とっております。ここは冬季生活支援事業と

いうことで、冬の期間の大変な暮らしという

ことを経済的に少しでも軽減しようというこ

とで、商品券ということで、灯油にお金がか

かるわけですから、町で買い物をする機会が

失われる、その分を商品券でという考え方だ

と思うのですけれども、１万円の商品券を５

５０世帯に配布をするということがこの間の

新聞にも載っておりましたけれども、こうい

うような状況にあるわけですけれども、富良

野市では先ほど言ったように、市費としては

１８万円という金額であるということは、非

常に僕は残念だと思いますので、その辺のお

考えをお願いいたします。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午前１０時３９分 休憩

午前１０時４９分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の佐々木優議員の質問に御答弁願い

ます。

保健福祉部長高野知一君。
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佐々木議員○保健福祉部長（高野知一君）

の再質問にお答えをいたします。

先ほど天日議員の質問にもお答えをして、

重複をするかとは思いますが、改めて制度内

容を含めてのお話をして御理解を賜りたいと

思います。

１点目につきましては、この事業、要保護

世帯、生活保護基準の１.１以内の世帯を対

象にして実施をしている事業でございます。

平成１６年までを含めてはこういった内容で

行ってはいたのですが、この事業については

一たん廃止をしております。改めて平成１７

年度からということで、その対象者も含めて

要綱制定をして実施をしてきているという状

況にございます。

スタートの時点におきましては、１６年度

の積算単価をもとにしながら、平成１８年度

段階で上がった金額を根拠にして、その段階

では２５円という積算をしてございます。今

日的に１７円ぐらいのアップをしてございま

すので、その数を含めて４２円になっている

のかと、このように思います。

トータル的にいきますと、９５円の積算基

礎になりますので、私どもが積算をした中身

については、スタートした時点の積算数字か

らいけば妥当な数字だというぐあいに思って

ございます。

したがいまして、世帯数も１０６世帯とい

う状況になってございますが、その範囲内で

の状況についての支給ということで、昨年ま

では６,０００円の支給でしたが、今回それ

によりましてプラス４,０００円の支給とい

うことで１万円の支給になります。そういう

中では、妥当と言ったらおかしいですが、数

字的な問題からいっても適当な数字であると

いうことで思っております。

今後、この灯油価格がまた急騰するという

状況になれば、この世帯に対してのさらなる

上積みについては検討の余地が当然出てくる

と、このように思っている次第でございま

す。

もう１点、先ほど議員のほうからも、道内

各市町村がくまなくそれぞれ実施をしてきて

いる状況にあるというお話をされておりま

す。私どももこの状況については道の報告を

受けておりますが、改めて平成１８年度段階

におきましては道内５１市町村で実施をして

いました。１９年度に入りまして廃止をした

市町村もございます。そういった段階で、道

の押さえ方としては、１９年度４３市町村ま

で減ってきてございます。１２月６日時点、

この段階ではＡコープが１７円の値上げを表

明をしましたけれども、この段階での押さえ

方としては５０市町村になってございます。

その後、国が緊急対策閣僚会議の中で、地方

公共団体に対して生活困窮者に対するという

条件の中で特別交付金の措置に講ずると、こ

ういう状況が出ました。これ以降、各市町村

が支給の決定を広げてきていると、こういう

状況にあります。

実施している市町村としていない市町村の

考え方が違ってきていますので、私どもはあ

くまでも現在実施をしている要保護世帯、生

活困窮者を対象にしているという状況でござ

いますので、ここのところの基本については

今後もしっかり守っていきたいと、このよう

に思っているところでございますので、御理

解を賜りたいと思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

要保護世帯というこ○１番（佐々木優君）

とでは、それでいいのかなと思います。先ほ

ど言った例は、福祉灯油という枠を超えて、

ほかの部分で質問する場所がないので、この

場所で質問をするしかないと思ったので質問

させていただいていますけれども、枠を超え

て２割、多い町では、恐らく富良野市より財

政状況悪いと思われる町でも、空知管内だと

か、かなり悪い状況、いつも新聞に載ってい

る、そういう町でも２割の世帯を保護してい

る、灯油代ということで助成をしている町が

たくさんあるわけですから、それらと比べて

どうなのかという、本当にこれは市長の判断
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一つだというふうに、ほかの町もそうだと思

いますけれども、市長の判断でこれは決めら

れることだと思いますので、市長の見解を求

めます。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

佐々木優議員の再質○市長（能登芳昭君）

問にお答えいたします。

ただいま保健福祉部長から富良野市の基本

的な考え方を説明させていただきました。

私も要保護世帯という形の中で、これから

この問題についてはそういう整理をしながら

やっていきたいと、このように考えていると

ころでございます。

ほかに質疑ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

今回の補正予算の３６○８番（岡本俊君）

万円の単価の根拠だとか、そういう部分は背

景も含めて議論されたわけですが、この対象

者の世帯数の部分で１０６世帯、これの根拠

と、それと改めて今こういう情報も含めて飛

び交うと思いますし、マスコミでもいろいろ

出るのではないかと思いますが、逆に富良野

の場合は申告制ではないので、調査をして１

０６世帯と。民生員の皆さん含めて。これか

ら、仮に、実は私もという形になって申請的

なことで御相談があった場合、そういう人た

ちに対してどうフォローアップするのか。そ

れとも、いや、あなたは調査したとき１０６

世帯に入っていなかったのでだめですよとい

うような形で接するのか。その辺の基準とし

ては、最低生活費の１.１倍以内と、そうい

う状況の方がそういう形で御相談に来た場

合、富良野市としてどのような対応になるの

かと。その辺が、そうなれば拾い上げて、改

めて補正を組むということになるのか、その

辺の２点についてお伺いいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

保健福祉部長高野知一君。

岡本議員の○保健福祉部長（高野知一君）

質問にお答えをいたします。

この制度につきましては、富良野市低所得

者対策支給要綱というものがございまして、

これに基づいて実施をしてございます。

中身的な問題からいけば、支給対象世帯の

関係でありますけれども、社会福祉協議会が

実施をしております歳末助け合い要援護費の

配分世帯と同じような取り扱いをしてござい

ます。

１０月１日現在の対象者で、その調査につ

いては児童民生委員さんが当たっておられま

す。ことしの場合、１０月下旬からその調査

に入ってございますので、そういった調査の

中で今回１０６世帯が最終的に計算をしなが

ら決定をしたと、こういう状況にございま

す。

過去の状況でいきますと、平成１６年まで

やっていました援護費の支給問題、それか

ら、昨年も今と同じような状況でやりまし

た。地域の児童民生委員さん、くまなくこま

めに回っていただきまして、把握のない状況

で実施をしてきてございますので、今までは

そんな大きな問題、トラブルというのは実は

ございません。

ただ、今、岡本議員が言うように、富良野

市も６,０００円から１万円にというような

報道も一部されたところでございますので、

もしかすると私も当たるのではないかと、こ

ういうような感をする方もおられるかとは思

います。

ただ、実態とすれば、歳末助け合いの決定

者とイコールという状況にございまして、も

う既に１０月、１２月の１４日に配分世帯を

決定している状況がございます。ただ、１０

月段階で長期入院をしていただとか、あるい

は長期不在をしていただとか、行き違いの関

係で対象者がちょっと漏れたのかという方も

全くないわけではないかと思っておりますの

で、そういう状況が出てくるという可能性も

ございますので、今の支給基準からいけば、

１１月１日現在でいた人が該当から漏れたと

すれば、もうすべてバツという扱いにはなる

のでありますけれども、この辺の支給要綱の
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一部関係について見直しをしたいと思ってお

りますし、これについては社会福祉協議会と

の関係もございますので、その辺との調整を

しながら、１０月１日時点現在でもし漏れて

いた人がいるとすれば対応できるような形を

とっていきたいと、このように思っておりま

す。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

そのほか質疑ございませんか。

１３番東海林孝司君。

２７ページ、１○１３番（東海林孝司君）

１２番福祉のまちづくり事業の福祉灯油の件

で、先ほどの天日議員のお話の中で関連して

お伺いいたします。

灯油の値段が今後上がれば、また補正もあ

り得るのかなとお聞きをいたしましたが、そ

のたびに補正を組むということではなくて、

ある程度灯油の価格という基準も設けながら

していかなければ、その時々でまた補正を組

むなりとなるようであれば、その時々で難し

くなってくるのかと思います。

ただ、その価格の基準というのは、今お聞

きしている中では１６年度のそれを暫定的に

基準とされておりますので、それから今は４

３円とほとんど倍ぐらいになっていますの

で、そういったことも今後あり得ると思いま

すので、ある意味そういった基準を設けては

どうかと考えておりますけれども、お答えい

ただきたいと思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

保健福祉部長高野知一君。

東海林議員○保健福祉部長（高野知一君）

の質問にお答えをいたします。

灯油の価格の動向なのですが、多いときに

は１０円上がったり、下がるときには５円、

６円下がってきまして、ここ２年間の動向に

ついても上がり下がりをしつつ、少しずつ上

がってきているという状況になってきてござ

いますので、基準を決めるという状況につい

てはなかなか難しいところがひとつあるのか

なと思います。

ただ、今回のように１年対比で比べます

と、１７円くらいは上がっているという状況

については異常事態ということで私どもも受

けとめましたので、そういった客観的に異常

だなという状況が出てきた段階で数字の見直

しが出てくるのかと、このように思っていま

すので、今現在何ぼ上がったから補正をする

だとかという基準的なものは今持ち得ており

ませんので、御理解をいただきたいと思いま

す。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１３番東海林孝司君。

価格の動向もあ○１３番（東海林孝司君）

りますので、今幾らという基準は難しいかと

思うのですけれども、ある一定の基準を決め

ますと、それに対して上がったり下がったり

という場面が出てきますので、その時々の基

準を設けていただければ、そのとき灯油代が

上がっていれば上乗せできますし、下がって

いればまた減らすということも考えられます

けれども、ある意味そういった動向もきちん

としながら基準を設けるべきではないかと

思っておりますので、もう一度お願いいたし

ます。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

保健福祉部長高野知一君。

東海林議員○保健福祉部長（高野知一君）

の再質問にお答えいたします。

上がったときについては対応はせざるを得

ないと思うのですが、下がった場合であれ

ば、それでは返していただけるのかと、こう

いう問題も出てまいりますので、実例から申

しますと、昨年の段階では７１円という数字

の段階で下がった経過もございます。私ども

としては、その段階の支給としては、積算の

段階では７５円という数字まで出して支給を

しているという状況もございますので、単価

の動向についてはこの先不透明な部分もござ

いますが、今言うように何円上がったから支

給するのだということについては、ちょっと

危険があると言ったら変ですけれども、定め

られない状況かと。
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特に、先ほど言いましたように、異常事態

というような状況が発生した時点であれば、

そのような対応を今後もしてまいりたいと思

います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

そのほか質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（北猛俊君）

に移ります。

５款労働費、６款農林業費、７款商工費、

３０ページ、３１ページより３２ページ、３

３ページ中段までを行います。

質疑ございませんか。

５番千葉健一君。

３０ページ、５款労○５番（千葉健一君）

働費１項の２目１００番の勤労青少年ホーム

の関係での補正なのですけれども、１９年度

の予算からの補正の中で、１９年度の予算か

らいくと１３％ぐらいの補正率になるのです

けれども、ほかの施設などでは２％からばら

つきが非常にあるのですけれども、勤労青少

年ホームだけなぜ１３％の補正になるのかと

いうことで、そのお答えをいただきたいと思

います。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午前１１時０５分 休憩

午前１１時０６分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

ここで、１０分間休憩をいたします。

───────────────

午前１１時０７分 休憩

午前１１時１７分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の千葉健一議員の質問に御答弁願い

ます。

保健福祉部長高野知一君。

千葉議員の○保健福祉部長（高野知一君）

質問にお答えをいたします。

３１ページ、５款１項２目１００番勤労青

少年ホーム管理費経費の燃料及び光熱水費の

２５万４,０００円の関係でございますが、

勤労青少年ホームにおける燃料、ここはＡ重

油を使用してございます。当初６４円という

単価見積もりで予算を組みましたけれども、

現行８２円に上がっているということと、も

う一つは、当初１万５,９００リッターを見

込んでいたのでありますが、現況、今後の見

通しも含めて２万５,０００リッターを必要

とすると、こういう状況になっておりますの

で、単価の差額と、それから消費量の差額で

２５万４,０００円が出てきているという状

況でございますので、御理解いただきたいと

思います。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午前１１時１８分 休憩

午前１１時１９分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の答弁の追加答弁をいただきます。

保健福祉部長高野知一君。

御訂正を含○保健福祉部長（高野知一君）

めて、改めて説明をしたいと思います。

先ほど２万５,０００リッターを使うとい

う話だったのですが、当初で１万５,９００

リッターを年間見込んでございまして、現在

既に２,５００リッターを使ってございます

から、その差額の分の値上がり分、いわゆる

１８円を掛けた数量と、こういうことで御理

解をいただきたいと思います。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

５番千葉健一君。

当初が１万５,９０○５番（千葉健一君）

０リッターで、２,５００リッターを使っ

て、残りが１万３,４００リッターあります

よね。それの分の１８円の差額ということで

すか。わかりました。
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それはわかったのですけれども、ただ、Ａ

重油を使っている施設はほかにもありますよ

ね。それで、ここの施設だけが１３％、単純

に当初の予算の燃料経費から見ると、１３％

に補正をしている比率が高いのはなぜなのか

なということなのですけれども。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

財政課長鎌田忠男君。

千葉議員の再質○財政課長（鎌田忠男君）

問にお答えをいたします。全施設にかかわる

部分でございますので、私のほうから説明を

させていただきます。

この勤労青少年ホームの燃料光熱水費につ

きましては、当初予算において１９２万２,

０００円の計上をさせていただいておりま

す。今回の補正は２５万４,０００円という

ことで、１３.２％の上昇ということの御質

問かと思います。

それで、この施設の燃料光熱水費につきま

しては、Ａ重油のほかに電気料等を含めた、

下水道料金、水道料金等を含めた中での総額

が当初予算１９２万２,０００円となってご

ざいます。伸び率につきましては、Ａ重油だ

けを比較しますと、ほかの施設と大きく変わ

らないものでありまして、今回の１３.２と

いうのは電気料等を含めた中での伸び率に

なってございますので、その辺が大きく相違

になってきていると思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

５番千葉健一君。

それは、施設全体の○５番（千葉健一君）

燃料だとか暖房にかかわるということでの理

解でよろしいでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

財政課長鎌田忠男君。

御質問ありまし○財政課長（鎌田忠男君）

たとおり、Ａ重油だけで見れば総体平均して

伸びている状況であります。

また、施設によりまして、今回施設で補正

を組んでいない施設もございます。こちらに

つきましては、灯油、重油の給油時期、３月

ないし４月で入れるタイミングによって今後

の量が違うということもありますので、それ

らの分で施設ごとで予算計上が異なっている

状況でありますので、御理解願います。

そのほか質疑ございま○議長（北猛俊君）

すか。

６番今利一君。

それでは、御質問いた○６番（今利一君）

します。

３１ページの６款農業費１項の１９５番の

農業振興施設等整備事業費のことに関してで

ありますけれども、説明の中では農産加工の

製粉機と聞いておりますけれども、これを導

入されるに当たっての背景というか、そう

いったものと、それらどういったものを製粉

していくのか。型式だとかそういった部分も

含めて効果をどんなふうに見られているの

か、その辺の御説明をお願いしたいと思いま

す。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

経済部長石田博君。

今議員の御質問に○経済部長（石田博君）

お答えいたします。

３１ページ、１９５農業振興施設等整備事

業費の農業振興施設等整備地域政策総合補助

事業補助金２,１１０万円、この関係につき

まして、導入の背景、内容、効果ということ

で御質問がございましたので、お答えさせて

いただきたいと思います。

この事業につきましては、道の補助事業と

いうことでございまして、道のメニューの中

の農産物加工施設整備事業ということになっ

てございます。これにつきましては、事業内

容といたしましては、大豆の大型製粉機４台

の導入、事業費につきましては４,４４５万

２,０００円と、補助率が２分の１というこ

とで、補助金が２,１１０万円と。事業主体

につきましては、ふらの農協、設置場所につ

きましては、富良野市の扇山のＶＣセンター

内に設置するということになってございま

す。

目的、効果等々でございますが、富良野産
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の大豆を、この大型製粉機によりまして粉末

化、製粉化することによりまして付加価値を

高め優位販売に持っていくと、優位販売を行

うということで、この設置になっているとこ

ろでございます。

なお、この事業につきましては広域という

ことでございますので、富良野圏域の農業者

の方々が参加するということになってござい

まして、全体は２３戸参加と。そのうち富良

野が８戸参加されるということになってござ

います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

そのほか質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（北猛俊君）

に移ります。

８款土木費、３２ページ、３３ページ下段

より３４ページ、３５ページ中段までを行い

ます。

質疑ございませんか。

２番宮田均君。

８款土木費の土地区画○２番（宮田均君）

整理費のうち、３５ページ、１１０番中心市

街地地域ＣＩ研究事業助成金、このことにつ

いて説明をお願いしたいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の御質問にお答えいたします。

土地区画整理事業費の中心市街地地域ＣＩ

研究事業助成金についての御答弁を申し上げ

ます。

この事業につきましては、現在、富良野市

の新しい中心市街地活性化基本計画を、法定

協議会であります富良野市中心市街地活性化

協議会が、現在この基本計画の構想を協議会

並びに商店街等々を含めて検討をしていると

ころでございますけれども、これら基本計画

の構想に当たりまして、まちづくりのシミュ

レーションをしていくということから、これ

らの構想づくりに向けまして、シミュレー

ションに当たりまして新しく開発をされまし

たソフトを導入するということで、財団法人

北海道市町村振興協会のほうの事業助成金を

いただきながら、この事業を実施するという

内容になってございます。

具体的には、現在計画をしてございます協

会病院跡地、国等々を含めましての全体構

想、これらに対しましての開発ソフトを組み

入れながら、立体的・平面的なシミュレー

ションを行うということで、従前はシミュ

レーションに当たりましては映像等による描

写、こういったもので実態をとらえていまし

たけれども、従来から見る部分におきます新

しいシステムということで、仮想空間的なイ

メージによってこういったものを活用をしな

がら、これからの計画づくりを行っていくと

いう内容で１６０万円の助成をするという内

容でございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

２番宮田均君。

この仮想空間でソフト○２番（宮田均君）

を購入するという事業の内容はわかったので

すけれども、その中で、一つは、ソフトは基

本ソフトがあると思うのですけれども、それ

に例えば一つ何かの要素をソフトに足すと、

ハードを足すというかソフトを足すというこ

とになってくると、その費用は大体どれくら

いになってくるのでしょう。例えば、木の部

分とか、それに伴う何かを入れるという場合

については、それ一つについて幾らになるの

でしょうか。

それと、やはり今までのこういう説明の中

で、市民にわかりやすい、あるいはそういう

計画の中でわかりやすい説明をするというの

は、それはわかります。しかし、今までも、

私は駅前のことについても、瞬時に市民にわ

かりやすく説明するという部分では、駅の緑

がなくなった内容についても、まだ新しいと

いうか、図面が、なかなか係として一生懸命

やっていないのではないかという形はしま

す。私はどちらかというと、今のこの財政難
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のときに必要なものなのか。これは欲しいも

のなのかという観点というのか、非常に私は

この部分では、欲しいものなのではないかと

感じるのですけれども、その点についてもお

聞きいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の再質問にお答えいたします。

御質問の中で、シミュレーションの部分で

その他を組み合わせた場合等の費用はどの程

度かという御質問かと思います。

今回の１６０万円につきましては、今計画

をされています特に協会病院、くにい跡地あ

るいは通り会、こういった部分での現状の土

地利用、建物、沿道景観、こういったことを

シミュレーションする内容での１６０万円と

いう予算でございまして、御質問の部分で、

新たなシミュレーションをする場合等につい

ては、議員御質問のように追加的費用がかか

るという内容になってございます。

この新たな部分というのは、いろいろな形

態がございまして、それぞれによって費用等

が違うかと思いまして、私どものほうとして

は、地域性のこととかシミュレーションの内

容等、こういったこと等を含めて、このシス

テムを活用するに当たっての費用等について

は、現段階ではそういう構想をまだ持ってご

ざいませんので、費用としては算定をお聞き

していないのが現状でございます。あくまで

もこのシステムについては、法定協議会とし

て現在基本計画を立てるに当たりましてのシ

ステムというふうに御理解をいただきたいと

思います。

また、もう１点の御質問等につきまして

も、議員御指摘のように、私ども今現在進め

ますこの基本計画をより具体に市民に周知を

する意味なり、または法定協議会の内部とし

ての協議、検討、こういったものに大きく役

立つシステムと理解をしてございますので、

そういった面を含めまして、今回助成金とし

て計上させていただいたところでございま

す。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

２番宮田均君。

そうすると、便利なも○２番（宮田均君）

の、そしてより立体的でわかりやすいものと

いうのはわかるのですけれども、今までプロ

のコンサルを入れた中ででも、そういう図面

が十分に出てきていなかったということもご

ざいますが、今答弁がありましたけれども、

この後、予算にすぐに追加が出てくるとか、

足りないからこれを買うとかという場合、す

ぐ追加が出てくるという可能性は十分にある

ということで考えていいのかどうか。すぐに

追加が出てくるのか。

それから、もう一つ、この町並みの整備、

その後利用できる内容になっているのかとい

うことでお聞きいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の御質問にお答えいたします。

今回の１６０万円の助成につきましては、

法定協議会の事業として実施をされるものと

いうことで、今後において行政等を含めまし

て追加ということになった場合の御質問かと

思いますけれども、これらにつきましては、

また改めてその必要性が生じた段階において

予算措置等ということにもなっていくのか

と、現段階ではそのように考えてございま

す。

また、今後のこのシステムの利用等につい

ては、いろいろな面で市の内部においても、

都市計画上とか、あるいは道路景観等々いろ

いろな面で活用性があるかと思いますけれど

も、事業主体の法定協議会とも十分その辺は

調整をしながら利用する場合もあり得るとい

うふうになろうかと思います。

そのほか質疑ございま○議長（北猛俊君）

すか。

１５番菊地敏紀君。

２点について質問○１５番（菊地敏紀君）
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いたしたいと思います。

まず、１点目、８款土木費の１１０番、今

の宮田議員の関連でございますけれども、１

６０万円のお金を出すのは結構でございます

けれども、この事業はあれですけれども、た

だ、この機械を法定協議会に置くということ

はわかりました。

何かお聞きしますと、この機械を使うこと

によって、私は機械の難しいことはわからな

いけれども、これを買ったからいいのだでは

なくて、それでシミュレーションとかいろい

ろやるためには、その都度お金がかかるとい

うことでございまして、そのお金をどこが持

つのですかという、法定協議会で持つのか、

まちづくり株式会社で持つのか、富良野市で

持つのか、それを御質問、まず１点目いたし

たいと思います。

それからもう１点、公園費の１６５番、北

斗町公園整備事業費、残として３４万５,０

００円がございますけれども、私の記憶違い

なら大変失礼でございますけれども、北斗町

の公園整備はことしで終わるという話を聞い

ておりましたのですけれども、これは完全に

工事が終わったのか、それとも継続工事でや

らなければならなくて、ことしの終了分なの

かをお聞きいたしたいと思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

菊地○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の御質問にお答えいたします。

今回の１６０万円につきましては、先ほど

申しました現在計画を検討されています協会

病院跡地、あるいはくにい等を含めた中での

通り会、こういったことの構想計画としての

システム活用という内容になってございま

す。

今後におきまして、その都度こういったシ

ミュレーション等が出た場合についての活用

をするという場合においての事業予算等は、

どこが計上という御質問かと思いますけれど

も、基本的にはこの法定協議会内部として、

今後におきまして新たなものが出た場合にお

いては法定協議会等での部分でのことになる

場合もございますし、また、市といたしまし

ても、新たな面での土地計画等々いろいろな

形の中で活用ということになれば、市単独と

して法定協議会のこういった機器をお借りし

ながらこういったものを活用すると。そう

いった場合においては、行政においても活用

が出た場合においては、そういったことも考

えられるのかなと思ってございます。

あくまでもこの機械につきましては、今回

は現在計画を検討されている分野での活用と

考えてございます。

以上でございます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

建設水道部長里博美君。

菊地議員の質○建設水道部長（里博美君）

問にお答えさせていただきます。

北斗町の公園整備でございますけれども、

この部分につきましては、１９年度、２０年

度の２カ年ですべて完了するという計画でご

ざいます。

ことしにつきましては、基盤整備、それか

ら造成工事、吹き芝工事が完了したという段

階でございます。来年度につきましては、こ

の部分について環境整備ということで、遊具

を含めまして環境整備に取り組んでまいりた

いというぐあいに考えてございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１５番菊地敏紀君。

大変失礼いたしま○１５番（菊地敏紀君）

した。

今、１１０番のほうですけれども、使い道

はそれぞれあるというのであれば、どうして

もこういうものはシミュレーション起こし

て、物を市民に見せたり情報公開するという

のは、やはり行政が一番主体となると思いま

すので、こんな立派な、見てはいないけれど

も、動いたり動かなかったり、動くと動画で

というのですから、こういうものはどこかに

預けるのではなくて、やはり共有というよう
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な形をとってやることが、これは富良野市の

これからのまちづくりの中で法定協議会が

持っている、今の協会病院の跡地だとか、く

にいとかいろいろございますけれども、やは

り将来的に町はこうつくりたいのだ、こうな

りたいのだというものを絵として見せるので

あれば、これは法定協議会に預けてというよ

りも、できれば私は行政で持ってといったほ

うがいいのですけれども、そこまでいかない

といういろいろな関係があると思いますけれ

ども、これはあくまでも共有という形をとっ

たらいかがなものかなという判断をするので

すけれども、いかがなものでしょうか。

それと、もう一つ、北斗町は２０年で遊具

をつけて工事が完了ということで理解してよ

ろしいのですね。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

再質○中心街整備推進室長（細川一美君）

問にお答えいたします。

ただいまの共有というお話の部分でござい

ますけれども、この事業、北海道市町村振興

協会の助成という枠の部分がございますの

で、今、議員御指摘いただいた部分も含めま

して、基本的には法定協議会、市との共有、

こういったことも私どもは今後の判断とし

て、そういう方向も進める必要と考えてござ

います。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

建設水道部長里博美君。

菊地議員の再○建設水道部長（里博美君）

質問にお答えします。

一応基本的には２０年をめどにこの工事を

進めてございますので、２０年完了というこ

とで計画してございます。

以上でございます。

そのほか質疑ございま○議長（北猛俊君）

せんか。

１７番日里雅至君。

今の１１０番の関○１７番（日里雅至君）

係なのですけれども、大変いいことだと私は

思いますし、今、市長を含めて共有をすると

いった部分の中でも大変よいことだと思いま

す。

今どこまでつくられているかどうかは知り

ませんけれども、今計画の中で大変重要な部

分を行っているところでございますけれど

も、そういった部分を含めていろいろな御意

見が出てきて、こういう形にするといった部

分の中で、では、これは市のどなたかがきち

んとデータを含めてつくられるのか。例え

ば、コンサルを含めてどこかに出されるので

あれば、大変費用がかかってくると思うので

す。

そういった部分の中で、共有するといった

部分の中では、今後は出てきた部分について

は市がどのようにお考えになっているのか、

ちょっとそこだけ確認をさせていただきま

す。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

日里○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の御質問にお答えいたします。

このシステムにつきましては、現在のシ

ミュレーション、デジタル空間を活用しまし

た仮想空間、こういったことを試みるシステ

ムという内容になってございます。

今後におきましても、これらの活用という

ものは幅広い活用ということで、先ほど菊地

議員にもお答えさせていただきましたよう

に、法定協議会並びに市との共有、こういっ

たことを含めて今後も進める必要があると考

えてございますので、いわゆるシステム導入

の部分の全体の部分のシミュレーション画

像、こういったものについては委託先等を考

えながら進めるわけでありますけれども、内

容的な部分の画像操作、こういったこと等に

ついては、私ども市なりあるいは法定協議会

等々の中でそういった運用が図られると、そ

ういうようなシステムになってございますの

で、今いただきましたように、行政としても

こういった機能を活用しながら取り進めてい

きたいと考えてございます。
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よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１７番日里雅至君。

大変申しわけない○１７番（日里雅至君）

のですけれども、大変重要な課題だと思うの

ですよ。先ほどの宮田議員も含めて、機械を

購入して、買ったぞと。今後の活用を含め

て、大変重要な形の中で使う機械だと思うの

です。それがこのまま費用がかからなけれ

ば、別に私は構いませんけれども、今後、こ

れのデータを含めて、いろいろなシミュレー

ション含めて、コンサルだかどこか知りませ

んけれども、そういったところに委託した部

分については非常に大きな金額がかかるので

はないかと私は心配をいたしております。

そういった意味を含めて共有すると、都市

計画を含めていろいろな形の中で、まちづく

りの中で市はこれから使うというお話であり

ますから、そういった形になってくれば費用

含めてどうするのですかという問いでござい

ますので、その辺のお答えをしっかりと聞か

せていただきたいと思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

日里議員の再々質問○市長（能登芳昭君）

にお答えを申し上げたいと思います。

ただいまそれぞれ御論議いただいている中

で、共有するということは、これはそれぞれ

主体性がないということにもつながっていく

わけでございますけれども、助成金を使って

やるということですから、助成金をもらった

先ということで、法定協議会のほうにこれを

ゆだねるという形です。

しかし、共有する中身で、今、日里議員の

ほうから御質問があった、事業をやる場合の

中身については使うほうが主体に経費を持つ

と、こういう形に私はしていきたいと、この

ように思うところでございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１７番日里雅至君。

では、使うほうで○１７番（日里雅至君）

ということは、それはよろしいのですけれど

も、今度いろいろなまちづくり含めて、いろ

いろな団体がやろうとしたときに、では、そ

れはその中でまちづくりやるのだから、やれ

といったらそこで、あなたこの部分について

の費用は持ちなさいということですか。

ということか、要するにこのＣＩの研究助

成金という部分の中ではよくわかるのですけ

れども、大変いい機械だということもわかる

し、シミュレーション含めて、見て大変わか

りやすいということもわかります。これを本

当に有効活用するには、今後のお金が絡んで

くるわけですから、その辺のところを含め

て、法定協議会だ、市だ、商店街だ何だとい

うような形ではなくてもう少し明快に、この

機械を有効利用するのだ、そのためには市を

含めてしっかりと支援をするのだぐらいのお

話をしていただかないと、この部分の補正に

ついては考える余地があるのかなとも思いま

すので、どうぞよろしくお願いします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

今の日里議員の再々○市長（能登芳昭君）

質問にお答えしますけれども、私が言ったの

は、主体的にそこでやるという場合、当然事

業の目的的なものがいろいろ内容によって変

わってくるということがあるのです。

主体的にそこで支払うということは、まち

づくりに関することについては、これは事業

主体は市が主にかかわっていくことになって

いくだろうと、私はこのような認識をいたし

ております。

その部分的なもので、何をやるか、何を構

想に入れるかということで民間にお願いする

場合も当然出てくるでしょうし、あるいは、

もう一つ突っ込んでいけば、事業そのもの

が、事業主体がどこでやるのだと、そういう

ことでありますと、当然事業主体は現行の中

では（仮称）まちづくり会社がその事業主体

になってくるだろうと感じております。

そういう中で、このシミュレーションを含

めた共有する中で、市のほうで助成金をも

らってそれぞれ法定協議会のほうに出すと、

こういう形で、この機械については保有先が
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法定協議会、あるいはそれに類するような形

の名称の中に入っていくと、こういう形にな

ろうかと思います。

それで、共有するという、私が言っている

のは、補助金をもらう関係上そういう形にし

ないと、そうしたらどこに補助金を出すのだ

と。これは、市に対して補助金は来ていない

のですよ。ですから、そういう補助金が来た

先のところに置くということが原則になるわ

けです。しかし、共有することによって、ま

ちづくりをする一つの基本的な考え方は市に

ありますから、当然共有する中でその問題を

解決していくと、このようになるのでござい

ますから、私は、今、日里議員の御質問に再

度お答え申し上げたいと思いますけれども、

共有する中で事業を興すことについては、ま

ちづくりに関しては市が事業主体ということ

は、これは間違いないことでございますか

ら、そういう意味において、この機械の共有

の中で出てくる課題的な事業費、あるいはそ

れについては当然仕分けをしながら内容を精

査して、市が持つものについては当然市が

持ってやらなければならないと、こういうこ

とになるだろうと、このように考えていると

ころです。

そのほか質疑ございま○議長（北猛俊君）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（北猛俊君）

に移ります。

１０款教育費、３４ページ、３５ページ下

段より３８ページ、３９ページ上段までを行

います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（北猛俊君）

に移ります。

１２款給与費、３８ページ、３９ページ中

段を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で歳出○議長（北猛俊君）

を終わり、次に歳入及び第２条継続費の補

正、第３条債務負担行為の補正、第４条地方

債の補正を行います。

戻りまして、１２ページ、１３ページから

２０ページ、２１ページまで及び６ページ、

７ページを行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で議案○議長（北猛俊君）

第１号の質疑を終了いたします。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

以上、議案第１号、議案第１８号、議案第

１９号の３件に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

御異議がございますの○議長（北猛俊君）

で、起立により採決をいたします。

本件３件について、原案のとおり賛成の諸

君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。○議長（北猛俊君）

よって、本件３件は原案のとおり可決され

ました。

────────────────────

日程第２

議案第２号 平成１９年度富良野市

国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）

────────────────────

日程第２ 議案第２号○議長（北猛俊君）

平成１９年度富良野市国民健康保険特別会計

補正予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は、本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第３

議案第３号 平成１９年度富良野市

介護保険特別会計補正予算（第２

号）

────────────────────

日程第３ 議案第３号○議長（北猛俊君）

平成１９年度富良野市介護保険特別会計補正

予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第４

議案第４号 平成１９年度富良野市

公設地方卸売市場事業特別会計補正

予算（第１号）

────────────────────

日程第４ 議案第４号○議長（北猛俊君）

平成１９年度富良野市公設地方卸売市場事業

特別会計補正予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第５

議案第５号 平成１９年度富良野市

公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）

────────────────────

日程第５ 議案第５号○議長（北猛俊君）

平成１９年度富良野市公共下水道事業特別会

計補正予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は本件全体について行います。

質疑ございませんか。

２番宮田均君。

この歳出の下水道費、○２番（宮田均君）

補正額がアップしているわけですが、この下

水道の補正額、上から１１２万円と下水道管

理費の１２６万５,０００円、これがどのよ

うにして上がってきたかという理由をお聞か

せ願いたいと思います。

ページ数を。○議長（北猛俊君）

２番宮田均君。

３ページの歳出の下水○２番（宮田均君）

道費のうちの１、下水道管理費。これが１２

６万５,０００円、これが上がってございま

すけれども、上がってきている内容、管理費

の内容をお聞かせ願いたいと思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

建設水道部長里博美君。

宮田議員の御○建設水道部長（里博美君）

質問にお答えいたします。

この歳出につきまして、今の金額について

は８ページ、９ページに記載してございま

す。給与費から委託料の総額をここに掲示し

て、特に大きく変わった部分については、職
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員間の異動によって賃金の見直しをやった金

額を精査した部分が、一般給与費ということ

で１０３万円が大きなものかなというぐあい

に考えてございます。

それから、下のほうの委託料でございま

す。この部分については、これは執行残とい

うことで減額してございます。

委託料の中はそうですけれども、施設修繕

の８９万３,０００円、これが大きな増額と

なってございます。これは山部の水処理セン

ターの管理の中、無電化の電源の措置という

ことで、バッテリー液、バッテリーの交換修

繕が、これはもう耐用的にもたないというこ

とで、今回補正で８９万３,０００円を見込

んだところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

そのほか質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第６

議案第６号 平成１９年度富良野市

水道事業会計補正予算（第２号）

────────────────────

日程第６ 議案第６号○議長（北猛俊君）

平成１９年度富良野市水道事業会計補正予算

を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第７

議案第７号 平成１９年度富良野市

ワイン事業会計補正予算（第１号）

────────────────────

日程第７ 議案第７号○議長（北猛俊君）

平成１９年度富良野市ワイン事業会計補正予

算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

ここで、午後１時まで休憩いたします。

───────────────

午前１１時５８分 休憩

午後 １時０１分 開議

───────────────

午前中に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

午前中の議事を続行いたします。

────────────────────

日程第８

議案第８号 富良野市後期高齢者医
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療に関する条例の制定について

────────────────────

日程第８ 議案第８号○議長（北猛俊君）

富良野市後期高齢者医療に関する条例の制定

についてを議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

１番佐々木優君。

この件に関して、９○１番（佐々木優君）

月の一般質問でいろいろと議論させていただ

きました。いろいろ今の高齢者の医療にかか

わる、どのように変わるのかということで議

論をさせていただいた経過がありますけれど

も、それらを踏まえて今後においてどうなる

のか。今、それ以後どういうことが起きてい

るかというと、中止だとか撤回を求めて、い

ろいろな老人クラブを中心にそういう行動が

起きて、それを国はこのまま進めるわけには

いかないということで、まだまだ不十分です

けれども、凍結をする部分だとか減免をする

部分だとかというのを多少つくって、４月か

ら踏み出そうというような状況になってい

る、その条例なわけです。

それで、前回質問した中で、これらを踏ま

えて市長はどう考えるのかという問いをした

わけですけれども、政府で決まったこれらに

ついて意見を言う立場にはありませんという

ような趣旨の答弁だったと記憶しております

けれども、それが変わらなければそれでよろ

しいのですけれども、あれ以来３カ月が過ぎ

て、今、市長のお考えがあればお伺いをした

いと思います。

それから、事前にこの制度について説明を

担当からしていただきました。こちらからお

願いをして説明をしていただきました。その

中に、後期高齢者医療保険料所得階層別一覧

表というのをいただきました。年収によって

どのくらい保険料がかかるのかという表なの

ですけれども、それを今までの国保税と比較

した表なのですけれども、これは単身世帯と

２人世帯の例が載っております。単身世帯の

国保との比較をして、今までよりも保険料が

安くなるという部分を抜いて表にしたものな

のですけれども、９月の質問で行ったよう

に、保険料はものすごく上がるのですけれど

も、全体で３,２６４名の方が７５歳以上と

いうことで、来年４月から始まるこの制度に

加入するわけですけれども、その中で４４２

名の方が単身世帯なのですけれども、この方

の保険料が下がる分の例だけを示して説明を

されました。これを出すのであれば、３,２

６４名皆さんの例をぜひ出していただきたい

と思うのですけれども、きょうは無理でしょ

うけれども、ぜひお願いをしたいと思います

けれども、答弁をお願いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

佐々木優議員の御質○市長（能登芳昭君）

問にお答えをいたします。

後期高齢者医療の関係の御質問でございま

すけれども、基本的には、私は後期高齢者の

状況から言いますと、非常に日本は平均寿命

が延びてきている。そういう状況の中で、働

ける年齢層というのが少なくなってきている

と。こういう状況から考えますと、やはり国

からの状況から見ますと、医療費をどう抑え

ていくかと、こういう状況が国によって大き

く転換されたわけでございますけれども、そ

の中にあって、私はお年寄りの生活全体は、

それぞれ現況の状況の中では、制度として

は、例えばお年寄りの老齢年金、額の云々で

はなく、制度的にはそういう制度の適用がさ

れておりますし、あるいは、また、お年寄り

に対する施策としては、国、道、市町村にお

いても実施している状況でございますけれど

も、その中にあって、この後期高齢者の状況

でございますけれども、現状の中身を見てみ

ますと年々高齢者がふえていく、この対策を

どうつくっていくかということが国家的な状

況にあるという認識をいたしております。

そういう中で制度ができたわけでございま

すから、これに基づいて現行では、新聞紙上

あるいはテレビ等を通じて見ている状況で

は、国のほうでも一部状況を見ながら延期す
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るもの、状況をつくりながら今来ているわけ

でございますけれども、私は、基本的にはそ

ういう制度の中で、今後どうこの制度がより

よくなるような状況づくりにしていくかとい

うことを基本にしていくべきではないかと、

このように考えているところでございます。

続けて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

市民部長大西仁君。

佐々木優議員の質○市民部長（大西仁君）

問にお答えいたします。

昨日２時間にわたりまして後期高齢の仕組

みについて御説明させていただきましたけれ

ども、これは後期高齢者医療保険料所得階層

別一覧ということで私どもの資料を示させて

いただいております。

１２段階に分けた年金収入という形の中で

説明いたしましたので、これは３,２６４名

を一人一人出すというのは、もう不可能だと

私ども感じております。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

後段の部分で、保険○１番（佐々木優君）

料が安くなった部分だけを示さずに公平に示

すべきではないのかということなのですけれ

ども、それは３,２６４名の方すべて出るの

だと思うのですよね、こういう方向でやれ

ば。これは単身者世帯のみの比較しかしてい

ませんけれども、全体を把握するにはやはり

そういう資料が必要だと思うのですけれど

も、どうしても出ないでしょうか。出なけれ

ばしようがないですけれども。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

再質問にお答えい○市民部長（大西仁君）

たしますけれども、これはあくまでも先ほど

言いましたように、所得別、階層別にやって

おります。ということは、これについて全部

低くなっているという御質問ですけれども、

年金収入から単身世帯、そして２人世帯、こ

れの合計額で見た場合の比較を載せてありま

すので、御理解をいただきたいと感じます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

そのほか質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第９

議案第９号 富良野市犯罪のない安

全で安心な地域づくり条例の制定に

ついて

────────────────────

日程第９ 議案第９号○議長（北猛俊君）

富良野市犯罪のない安全で安心な地域づくり

条例の制定についてを議題といたします。

お諮りいたします。

本件は、さきの議会運営委員長報告のとお

り精査を要しますので、市民福祉委員会に付

託の上、閉会中の継続審査といたしたいと存

じます。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、ただいまお諮りのとお

り、市民福祉委員会に付託することに決しま

した。

────────────────────

日程第１０

議案第１０号 富良野市学童保育セ

ンター設置条例の全部改正について

────────────────────

日程第１０ 議案第１○議長（北猛俊君）

０号富良野市学童保育センター設置条例の全
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部改正についてを議題といたします。

お諮りいたします。

本件は、さきの議会運営委員長報告のとお

り精査を要しますので、市民福祉委員会に付

託の上、閉会中の継続審査といたしたいと存

じます。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、ただいまお諮りのとお

り、市民福祉委員会に付託することに決しま

した。

────────────────────

日程第１１

議案第１１号 富良野市議会議員及

び富良野市長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部改

正について

────────────────────

日程第１１ 議案第１○議長（北猛俊君）

１号富良野市議会議員及び富良野市長の選挙

における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１２

議案第１２号 政治倫理の確立のた

めの富良野市長の資産等の公開に関

する条例の一部改正について

────────────────────

日程第１２ 議案第１○議長（北猛俊君）

２号政治倫理の確立のための富良野市長の資

産等の公開に関する条例の一部改正について

を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１３

議案第１３号 富良野市職員の育児

休業等に関する条例の一部改正につ

いて

────────────────────

日程第１３ 議案第１○議長（北猛俊君）

３号富良野市職員の育児休業等に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１４
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議案第１４号 富良野市特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正について

────────────────────

日程第１４ 議案第１○議長（北猛俊君）

４号富良野市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１５

議案第１５号 富良野市職員の給与

に関する条例の一部改正について

────────────────────

日程第１５ 議案第１○議長（北猛俊君）

５号富良野市職員の給与に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

１番佐々木優君。

説明を受けた中で、○１番（佐々木優君）

年功的なことから査定昇給の方向にやりやす

くするという内容で説明を受けたと思ってお

ります。１号級を４段階に分けるというの

は、そういうことだとお伺いをしております

けれども、職種的に行政を担う職員の皆さん

が、そういう査定に合致するのかどうなの

か、非常に僕は疑問に思っております。一定

の同じ仕事をやられているわけではなくて、

それぞれいろいろな仕事があるわけで、それ

に対して査定をしていくというのは非常に難

しい仕事だというふうに、点数をつけるのは

難しいことで、それは僕は無理だというふう

に、年功等を査定するという評価の仕方と一

長一短あるにしても、やはり大きな問題が生

じるのではないかと考えております。

そういう面で、今度の改正でそういう方向

を導入するということなのですけれども、具

体的にどう進めようとされているのかお伺い

したいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

佐々木議員の質○総務部長（下口信彦君）

問にお答えしたいと思います。

佐々木議員がおっしゃっている件につきま

しては、人事考課制度ということでないかと

推察するところでございます。これにつきま

しては、かなり検討を要する事項かと、この

ように思うところでございます。

といいますのも、やはりこの内容につきま

しては、一つには適材適所の資料となる、あ

るいは人材育成につながるものでなくてはな

らないというものでございまして、こういう

ものが普通昇給と特別昇給、それから職務実

績の評価に基づいて複合して上がっていくと

いうシステムになってございます。そこも人

事考課ということになりますと、やはり職員

の納得ですとか、そういうものでなければ、

こういうものが制度的にはでき得ないとい

う、私ども認識をとらえてございますので、

来年度からこの人事考課制度につきまして検

討していかなければならないと、このように

思っているところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

人事考課ももちろん○１番（佐々木優君）

そのとおり重要な問題なのですけれども、先

日、勤務実績の給与への反映という資料をい

ただきました。その中で、勤勉手当の人員分

布の拡大という図なのですけれども、これを

いただきました。これには何が書いてあるか
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というと、特に優秀な人、今１％なのだけれ

ども、これを５％から１０％に拡大をする。

優秀な人、今２０％なのだけれども、２５か

ら３０％に拡大をする。良好、良好というの

は標準という意味だそうですけれども、この

方を少なくする。要するに格差をつけるとい

う方向を示されているわけですけれども、こ

のことを具体的に進めようとされているのか

どうなのか。進めようとするなら、具体的に

どういうふうにやろうとしているのかという

ことでお伺いしたいと思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

御質問にお答え○総務部長（下口信彦君）

したいと思います。

今までの九級制の中で、これも１年に１号

俸昇給しているところでございます。これに

つきましては、すなわち１年経過した中で、

いろいろな職種を経験いたしまして知識が身

についていく、そして能力がスキルアップし

ている。そうすることで１号俸を昇給させて

いる状況がございまして、今回も同じような

考え方をいたしまして、４号俸を基準といた

しまして昇給をさせたいという考え方をして

ございます。

そこで、先ほど申しましたことでございま

すが、これにつきましては、やはりこの人事

考課の中でどうしていくかということが一つ

考えられます。そういうことでございます

が、先ほど答弁いたしましたとおり、人事考

課制度を来年から検討いたしまして、そうい

うものも複合した中で、先ほど言いました、

例えば４号俸、６号俸、８号俸という段階が

ございます。そういったものも導入した中で

いかなければならないと、このように考えて

いるところでございます。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

そのほか質疑ございませんか。

２番宮田均君。

今の質問に関連するこ○２番（宮田均君）

と、同じようなことかもしれませんけれど

も、ここの４番、職員の昇給は規則で定める

日に、この章の中の勤務成績に応じて行うも

のとするとございます。この条例の中の勤務

成績に応じてという勤務成績の評価、今と重

なる部分もありましょうけれども、もう一

度、勤務成績に応じての評価のきちんと確固

たる、こういうのでという部分は、これは

しっかりとでき上がっているのでしょうか。

そういう中身についてお伺いいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

お答え申し上げ○総務部長（下口信彦君）

たいと思います。

先ほど佐々木議員にお答えしたとおり、こ

の制度につきましてはまだ私どもは持ってい

ない。ですから、先ほど答弁したとおり、来

年度におきまして検討してつくり上げていき

たいと、このように思っているところでござ

います。

つまり、人事評価は、言ってみれば、私ど

もが意識の改革ですとか、最終目的は能力や

成果を高めて、やはり市民サービスの向上に

つなげるようなことにしていかなければなら

ない、私はそのように感じておりまして、そ

ういうような方向で検討し、そういうシステ

ムをつくり上げていきたい、このように思っ

ているところでございます。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

２番宮田均君。

ということは、２０年○２番（宮田均君）

度でこれを策定してつくっていくという、今

のお話だったら見解でよろしいのですか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

来年度から検討○総務部長（下口信彦君）

していくということでございますので、いろ

いろとつくり方等につきましては、今、国の

ほうも試行という形でやってございます。

行っておりませんで、試行の段階でございま

す。

そういった段階で、国のほうもいろいろと
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示しているものがございますし、そういうも

のも見ながら本市に合った制度をつくり上げ

ていきたいと、このように思っているところ

でございます。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

２番宮田均君。

これは議案の一部の改○２番（宮田均君）

正なのですけれども、一部の改正になって４

月１日から施行になるということについて、

それが現実的に来年度からなっていくという

ことについて、勤務成績に応じてという、こ

の勤務成績がまだでき上がっていないにもか

かわらず、その年度末には評価をするという

ことで理解してよろしいですか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

先ほど申し上げ○総務部長（下口信彦君）

ましたとおり、現段階では、１年経過したと

きにはいろいろな職種を経験して知識が身に

ついていくと。そして、また、能力がスキル

アップするという標準的なラインの中で４号

俸を示していきたい。その段階で、例えばそ

れ以上、６だとか８だということになります

と、いろいろと考課制度的なものを入れなが

ら総合的にしていかなければならない。

ですから、標準的に言いますと、この制度

ができるまでについては、皆さん１年たちま

すといろいろと経験しながら能力もスキル

アップしていきますので、標準的には４号俸

を賦課していきたいと、このように思ってい

るところでございます。

そのほか質疑ございま○議長（北猛俊君）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１６

議案第１６号 富良野市立学校設置

条例の一部改正について

────────────────────

日程第１６ 議案第１○議長（北猛俊君）

６号富良野市立学校設置条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

９番宍戸義美君。

提案されております○９番（宍戸義美君）

内容について確認をさせていただきたいと思

います。

この内容を見てまいりますと、一つの学校

が３月末で閉校の予定だということから、条

例の一部改正が提案されてございます。

このことはよろしいわけでありますが、こ

の内容を見てまいりますと、書類の整理の中

で、同じ学校が住所が二つ載っているという

ことであります。現在使われておりますこの

学校の住所の設定については、何を根拠にし

てこの住所に設定されていたのか。また、３

月いっぱいで閉校されることによって、この

条例を改定する学校の住所が、何を想定し

て、何を根拠にしてこの住所に改定をしよう

としているのかお尋ねをいたしたいと思いま

す。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

教育委員会教育部長杉浦重信君。

宍戸○教育委員会教育部長（杉浦重信君）

議員の御質問にお答えをさせていただきま

す。

山部小学校の位置、住所の関係だと思いま

すけれども、これにつきましては、山部第１

小学校が閉校、廃止になりまして、山部小学

校の統合に伴う一部改正ということでござい

まして、今回の一部改正に合わせまして、山

部小学校の位置、住所を、古い字名から現行
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の字名に改めまして整備しようとするもので

ございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

住所の設定がいつさ○９番（宍戸義美君）

れたか、ちょっと記憶にございませんけれど

も、現在まで使われていた住所については過

ちであったということで、今回あわせてこの

過ちを条例変更とともにするのだということ

なのでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

教育委員会教育部長杉浦重信君。

以前○教育委員会教育部長（杉浦重信君）

の住所、これについては古い字名でありまし

て、現在使われている字名に改めるものでご

ざいます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

ちょっとはっきり行○９番（宍戸義美君）

き来していないかなと思いますけれども、こ

ういった公共的な施設の住所については、同

じ行政の中でありますけれども、正式に改め

るのだということでありますけれども、この

正式に改める住所の設定は、もう２０年も前

からと思いますけれども、この間、今日ま

で、また過ちであるということがわかって

も、４月まで過ちのままやるということにつ

いては、ちょっと理解をしかねるわけであり

ますけれども、単に正規に直すのだと言われ

ても、今まで何をしていたのかなと思われる

ので、これは、例えば住民ですと、いつから

住所がこういうふうに名称が変わったのだと

いうことはわかりますけれども、同じ行政の

中でありますから、いつこういった正規の住

所に変わったかすぐわかると思うのですけれ

ども、正規に変わった時点で学校の所在地を

変更しなければならないと思ってございます

けれども、今日までこのようになっていたの

だと、これは気がつかなかったとか、わから

なかったということで今日になったかと思う

わけでありますが、現在はまだ１２月であり

ます。この住所が違うのだということがわ

かっていても３月いっぱいはこのままでいく

のだと、その辺がちょっと理解できないので

ありますが、御答弁をいただきたいと思いま

す。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午後 １時２８分 休憩

午後 １時２８分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の宍戸義美君の質問に御答弁願いま

す。

副市長石井隆君。

宍戸議員の御質問に○副市長（石井隆君）

お答えを申し上げます。

今、宍戸議員が疑問に持たれているのは、

過去からの山部の住居表示のあり方を気にし

ているのかなと思います。

実際、町内、何町内という過去の行政区で

表示をした場合もございます。それから、何

条通何丁目という表示の仕方、また、地番に

合わせて何番地という表示の仕方をさせてい

ただいている場合がございます。

今回は、現在使われている住居表示の住所

に改めるものでございまして、今後、その山

部の住所の関係につきましては、過去からの

問題もございますけれども、検討をしなけれ

ばならない部分だというところでございます

ので、統一をされたときにまた住所が変わる

可能性もあると認識をしてございます。

現在のこの表示につきましては、今使われ

ている住居表示の名称になっていると考えて

おりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。

そのほか質疑ございま○議長（北猛俊君）

すか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。
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討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１７

議案第１７号 富良野市建築確認申

請等手数料徴収条例の一部改正につ

いて

────────────────────

日程第１７ 議案第１○議長（北猛俊君）

７号富良野市建築確認申請等手数料徴収条例

の一部改正についてを議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１８

議案第２２号 富良野市特別用途地

区内における建築物の制限に関する

条例の制定について

────────────────────

日程第１８ 議案第２○議長（北猛俊君）

２号富良野市特別用途地区内における建築物

の制限に関する条例の制定についてを議題と

いたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１９

議案第２３号 富良野市特定用途制

限地域における建築物等の制限に関

する条例の制定について

────────────────────

日程第１９ 議案第２○議長（北猛俊君）

３号富良野市特定用途制限地域における建築

物等の制限に関する条例の制定についてを議

題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

８番岡本俊君。

議案第２３号でありま○８番（岡本俊君）

すが、資料としていただいておりますが、白

地の土地の動向だとか都市計画の方向性、さ

らには用途制限についての考え方等、資料と

していただいております。

私は、こういうふうに制限する中におい

て、延べ床面積だとか制限されております

が、私は同時に高さも制限すべきではなかっ

たのかと思っております。つまり、今の議事

でいけば、延べ床面積を含めて、富良野の景

観だとか、そして富良野の観光地としてのい

ろいろな景観も含めて考え出された制限だと

理解しております。ですから、同時に高さも

制限すべきではなかったのかなと、そのよう

に私は思っています。ですから、その辺につ

いて御答弁を願いたいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

建設水道部長里博美君。
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岡本議員の御○建設水道部長（里博美君）

質問にお答えいたします。

現在、用途地域に指定されている部分につ

いては高さ制限がございますけれども、今回

の特定用途地域制限につきましては、規模の

制限をさせていただいて、高さ制限等につい

ては規定はございません。

ただ、これから部分的に市民の要望を含め

て高さ制限を設けるべきだという部分があれ

ば、地域を含めて、北の峰の部分も高さ制限

してございませんので、それを含めながら、

住民の方々と相談しながら、この部分につい

ては検討しなければならないのかなと考えて

ございますけれども、今の段階では、制限指

定につきましては、規模の制限だけさせてい

ただいているということでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

８番岡本俊君。

あそこに携帯のアンテ○８番（岡本俊君）

ナだとか、北の峰地域を含めて、やはり景観

を守るという部分では、どうしても高さ制限

が必要かなと私は思っているわけです。

この延べ床面積を含めて、程度、高さを制

限できると判断されているのか。地域の住民

の皆さんの要望を受けながら今後考えていく

という方向性なのですが、できてからでは

ちょっと遅いのかなと理解しているのです。

書類を出されてから制限するというのも大変

だと思いますので、私は行政が主体となっ

て、改めてこの高さ制限に関するリーダー

シップをとりながら検討すべきだと思ってお

りますが、その点についていかがなもので

しょうか。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午後 １時３５分 休憩

午後 １時３６分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の岡本俊君の質問に御答弁願いま

す。

建設水道部長里博美君。

今回、規模の○建設水道部長（里博美君）

決定をさせていただいている共同住宅、例え

ば１,５００平米という規定をさせてござい

ます。ホテルにあっては３,０００平米とい

う形をとってございますけれども、これを建

築基準法に基づいて計算しますと、まず、建

ぺい率が１０分の６と、容積率は２倍という

形になろうかと思います。それで計算します

と、例えば床面積が５００平米だという部分

の中で高さ制限をしますと１,５００平米ま

で建てられますから、１,５００平米割るこ

との５００平米で計算しますと３階となろう

かと思います。

それから、３,０００平米でいえば、大体

６階分に相当するという形で私どもは考えて

ございますので、ある程度規制はされるもの

かと考えてございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

そのほか質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第２０

意見案第１号 ＢＳＥ全頭検査の実

施に関する意見書

────────────────────

日程第２０ 意見案第○議長（北猛俊君）

１号ＢＳＥ全頭検査の実施に関する意見書を

議題といたします。

提案者の説明を求めます。
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８番岡本俊君。

－登壇－○８番（岡本俊君）

ＢＳＥ全頭検査の実施に関する意見書。

菊地議員外５名の賛同を得て提出するもの

であります。

現在、食の安全・安心が問われており、そ

の中におきまして、ＢＳＥ検査は全都道府県

が実施し、それに厚生労働省が補助を行って

いるところでございます。しかし、平成２０

年７月末をもって打ち切るという方針を出し

たところであります。

今、食の安心・安全を重視されている中で

このような判断というのは、都道府県の地道

な取り組みを阻害するものであり、甚だ遺憾

なものであります。

下記の意見書の３点をもって行いたいとい

うふうに思っております。

まず、第１点は、国は、ＢＳＥ全頭検査が

継続されるよう、２０カ月齢以下のＢＳＥ検

査に対する補助金を継続し、都道府県ごとに

そごが生じないようにすること。

二つ、国は、食の安全。安心の確保に向け

て、引き続きＢＳＥの原因究明等に努めるこ

と。

三つ目、国は、地方自治体等が行う食の安

全・安心を確保するための取り組みを阻害す

ることのないよう、各都道府県に対して行っ

てきた通知について撤回すること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき

意見を提出するものであります。

皆様の御賛同をいただきたいと思いますの

で、よろしく御審議お願い申し上げます。

これより、本件の質疑○議長（北猛俊君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第２１

意見案第２号 医師・看護師等の大

幅な増員を求める意見書

────────────────────

日程第２１ 意見案第○議長（北猛俊君）

２号医師・看護師等の大幅な増員を求める意

見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

１６番東海林剛君。

－登壇－○１６番（東海林剛君）

意見案第２号医師・看護師等の大幅な増員

を求める意見書につきましては、会議規則第

１３条の規定により、岡本俊議員外５名の賛

同をもって提出するものでございます。

第１６６回通常国会において、医師、看護

師などの医療従事者の増員を初めとする請願

が採択されました。

今、医療現場の実態は、かつてなく過酷に

なっており、医師や看護師などの不足が深刻

化してきております。

北海道では、医師、看護師の確保が困難な

ため、診療科の縮小や病棟を閉鎖する病院が

後を絶ちません。また、医師、看護師の確保

が難しいことを理由に、病院自体を閉院して

しまうケースも生まれております。道内の地

域医療が崩壊してしまうことが危惧されま

す。

よって、政府においては、医療現場での大

幅増員を保障する医師、看護師等の確保対策

を抜本的に強化されるよう、次の事項につい

て要望をいたします。３点ございます。

１、国会で採択された請願内容に基づき、

医師等を大幅に増員するため、月８日以内に

夜勤を規制するなど、看護職員確保法を改正

すること。

２、医師の養成を大幅にふやし、勤務条件
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の改善を図るため、医師確保に向けた法律を

制定すること。

３、社会保障費の削減をやめ、医師、看護

師等の大幅増員に必要な財政措置を講ずるこ

と。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づ

き、意見書を提出させていただきたいと思い

ます。

よろしく御賛同賜りますようにお願いを申

し上げます。

これより、本件の質疑○議長（北猛俊君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第２２

意見案第３号 季節労働者対策の強

化を求める意見書

────────────────────

日程第２２ 意見案第○議長（北猛俊君）

３号季節労働者対策の強化を求める意見書を

議題といたします。

提案者の説明を求めます。

１番佐々木優君。

－登壇－○１番（佐々木優君）

意見案第３号季節労働者対策の強化を求め

る意見書につきましては、岡本俊議員外５名

の皆さんの賛同を得て提出いたします。

過去３０年にわたって、季節労働者の冬期

間の雇用と暮らしを守る命綱として重要な役

割を果たしてきた冬期技能講習など、国の季

節労働者冬期援護制度が０７年３月で廃止を

された上に、雇用保険法の改悪で、５０日分

の特例一時金が本則で３０日分、当分の間は

４０日分に削減されました。

季節労働者は、ことしの冬、特例一時金が

１人平均５万円減って２０万円となり、冬期

受講給付金もなくなり、厳冬の北海道におい

て、ほかに収入のない３から４カ月の生活を

支えてきたこれらの制度の廃止、削減は、季

節労働者の生活を大きく脅かすものです。

国は、今年度から通年雇用促進支援事業な

どを実施するとしていますが、予算規模は総

額３億２,０００万円に過ぎず、事業内容も

賃金や受講給付金など所得保障にかかわるも

のは認めないなど制約が多いため、有効な対

策とは言えません。

通年雇用促進自体にだれも異存はありませ

んが、北海道の厳しい冬の自然条件と、それ

に伴うコスト増という制約もあり、なお相当

数の労働者が季節的に失業せざるを得ないの

が現実です。

よって、政府は、下記の対策を具現化され

るよう強く要望いたします。

通年雇用促進支援事業予算を大幅に増額

し、事業内容の改善を図るとともに、季節労

働者の実態に即した弾力的運用を図ること。

さらに、実効ある季節労働者対策を講じるこ

と。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づ

き、意見書を提出いたします。

よろしくお願いいたします。

これより、本件の質疑○議長（北猛俊君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）
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す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第２３

意見案第４号 灯油等石油製品の価

格を引き下げるための緊急対策を求

める意見書

────────────────────

日程第２３ 意見案第○議長（北猛俊君）

４号灯油等石油製品の価格を引き下げるため

の緊急対策を求める意見書を議題といたしま

す。

提案者の説明を求めます。

１５番菊地敏紀君。

－登壇－○１５番（菊地敏紀君）

灯油等石油製品の価格を引き下げるための

緊急対策を求める意見書は、岡本議員外５名

の賛同者をもって、議会規則第１３条の規定

により提出するものでございます。

灯油等石油製品の価格を引き下げるための

緊急対策を求める意見書。

原油価格の高騰により、灯油、ガソリン等

石油製品の価格を初め、生活物資、サービス

などの値上がりが続いており、国民生活に深

刻な打撃を与えている。

特に、多くの市民が暖房などを灯油に頼ら

ざるを得ない本市では、これから積雪、厳冬

期を迎え、灯油価格の高騰が家計を直撃し、

極めて深刻な事態が想定される。

つきましては、市民が安心して生活できる

よう、石油製品の価格を引き下げるための対

策として、次の項目を緊急に取り組むよう強

く要望するものであります。

記につきましては、六つの事項が書かれて

おりますけれども、御一読をいただきたいと

思います。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき

意見書を提出するものであります。

よろしく御審議のほど、御賛同くださいま

すことをお願い申し上げます。

これより、本件の質疑○議長（北猛俊君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第２４

意見案第５号 保険でよい歯科医療

の実現を求める要望意見書

────────────────────

日程第２４ 意見案第○議長（北猛俊君）

５号保険でよい歯科医療の実現を求める意見

書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

５番千葉健一君。

－登壇－○５番（千葉健一君）

意見案第５号保険でよい歯科医療の実現を

求める意見書。

会議規則第１３号の規定により、岡本俊議

員外５名の賛同を得て提出するものでありま

す。

保険でよい歯科医療の実現を求める意見

書。

歯や口腔の機能が、全身の健康、介護、療

養上の改善に大きな役割を果たすことが、厚

生労働省の厚生労働科学研究所等で実証され

ています。その結果として、医療費を抑制す

る効果があることが、兵庫県歯科医療会等で

実証されています。

しかしながら、公的医療費の抑制により患

者の自己負担が増大し、保険で歯科診療を受

けにくくなっています。国民は、患者負担を
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減らしてほしいと切望しています。

以下、３点を要望いたしまして提出をいた

します。

一つ、支払い可能な自己負担額にするこ

と。

二つ目、良質な歯科医療ができるように診

療報酬を改善すること。

三つ目、安全で普及している歯科技術を保

険がきくようにすること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき

意見書を提出いたします。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

これより、本件の質疑○議長（北猛俊君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第２５

意見案第６号 「森林環境税（仮

称）」の導入を求める要望意見書

────────────────────

日程第２５ 意見案第○議長（北猛俊君）

６号「森林環境税（仮称）」の導入を求める

要望意見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

１４番岡野孝則君。

－登壇－○１４番（岡野孝則君）

意見案第６号「森林環境税（仮称）」の導

入を求める要望意見書として、岡本俊君外５

名の賛同を得て提出をいたします。

北海道の森林の面積は５５４万ヘクター

ル、北海道の総面積の７１％に当たり、日本

の森林面積の２２％を有しております。

森林は、林産物を供給するとともに、水資

源の涵養機能、洪水、土砂災害などの防止、

自然環境及び生物の生息地であります。ま

た、二酸化炭素吸収による地球温暖化防止の

役割を担っています。

しかし、近年、高齢化や過疎など林業を取

り巻く環境の悪化など、山林の荒廃化が深刻

化されております。

今後、森林整備の重要性がクローズアップ

され、国に頼るばかりでなく、地方自治体が

森林整備を行い、費用負担を幅広く求める法

定外目的税として徴収する「森林環境税」が

必要となってきております。

導入により、森林の大切さを認識するとと

もに、環境問題が大きなテーマとなる洞爺湖

サミットが開催される北海道として、地球環

境を守る行動が切望されます。

以上の趣旨により、「森林環境税」の導入

を強く求める立場から、次の事項を要望いた

します。

１点目、「森林環境税」を早期に導入し、

森林の整備や保全の促進を図ること。

２点目、「森林環境税」の一定割合を市町

村交付金とすること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づ

き、意見書を提出いたします。

議員各位の賛同をいただきますようよろし

くお願いいたします。

これより、本件の質疑○議長（北猛俊君）

を行います。

質疑ございませんか。

２番宮田均君。

説明文書の内容からい○２番（宮田均君）

きまして、提出先のことなのですけれども、

これは北海道知事に出すということになって

おりますけれども、この問題については、洞

爺湖サミットなどＣＯ の削減に向けては、２

やはり国、各大臣、関係所管に配られるべき

と僕は思いますが、その点について。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）
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１４番岡野孝則君。

御答弁をいたした○１４番（岡野孝則君）

いと思います。

今回の案件については、私といたしまして

は、やはり第１段階として北海道からこれを

発信すると、そういう考え方の中でいきたい

と思っております。ということで御理解をい

ただきたいと思います。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

そのほか質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第２６

意見案第７号 産地づくり交付金等

の税制特例による一時所得扱いの継

続を求める意見書

────────────────────

日程第２６ 意見案第○議長（北猛俊君）

７号産地づくり交付金等の税制特例による一

時所得扱いの継続を求める意見書を議題とい

たします。

提案者の説明を求めます。

６番今利一君。

－登壇－○６番（今利一君）

意見案第７号産地づくり交付金などの税制

特例による一時所得扱いの継続を求める意見

書は、会議規則第１３条の規定により、菊地

敏紀議員外５名により提出するものでありま

す。

国は、これまで米の需給調整に対する支援

措置として、議員立法により水田農業構造改

革交付金などについて特例措置を講じ、産地

づくり交付金などを一時所得扱いとしてきま

した。

しかしながら、本年度から担い手の育成、

確保を名目に、米政策改革推進対策に係る交

付金は、経営基盤強化準備金制度に移行さ

せ、産地づくり交付金の税制特例を継続しな

い方針を示しております。

このため、米の需給価格の安定及び農業経

営の安定を図るため、産地づくり交付金など

については、本年度も前年同様に税制特例措

置を講じ、一時所得扱いが継続されるよう強

く要望するものであります。

記といたしまして、米政策改革推進対策に

係る交付金（産地づくり交付金）について

は、経営基盤強化準備金制度の対象から除外

するとともに、平成１９年度以降も税制特例

による一時所得扱いを継続することを求める

ものであります。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき

意見書を提出するものであります。

どうかよろしく御審議のほど賛同を得ます

ようお願い申し上げます。

以上でございます。

これより、本件の質疑○議長（北猛俊君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第２７

意見案第８号 いじめ・不登校対策
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のための施策を求める意見書

────────────────────

日程第２７ 意見案第○議長（北猛俊君）

８号いじめ・不登校対策のための施策を求め

る意見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

４番大栗民江君。

－登壇－○４番（大栗民江君）

意見案第８号いじめ・不登校対策のための

施策を求める意見書。

会議規則第１３条の規定により、岡野孝則

議員外４名の賛同をいただき提出するもので

ございます。

教育現場では、いじめや不登校の問題が深

刻である。いじめの発生件数は、報告されて

いるだけでも小中高等学校数全体の約２割に

当たる２万件を超え、平成１７年度各地で深

刻ないじめが発生し続けている。

いじめを苦にした児童生徒の自殺が相次い

だ昨秋以降、改めていじめの問題に大きな関

心が集まり、文部科学省の子供を守り育てる

体制づくりのための有識者会議でも議論さ

れ、ことし春には、教師や保護者、地域の大

人たちに向けた提言をまとめ、教師向けのい

じめ対策Ｑ＆Ａも含めて全国に配布された。

一方、不登校は、主に小中学校で深刻化し

ており、文科省の調査、平成１７年度によれ

ば、小学校０.３２％、中学校では２.７５％

と学年が上がるにつれて増加する傾向にあ

る。

いじめや不登校で苦しんでいる子供たちに

どう手を差し伸べてあげるのか、各地でさま

ざまな試みがなされているが、現場で効果を

上げているものも参考にしながら、具体的な

施策を可及的速やかに実施すべきである。

よって、政府においては、子供たちの笑顔

と希望があふれる教育環境づくりのために、

下記の事項について実現を強く要望する。

下記の事項については、御一読ください。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき

意見書を提出する。

議員各位の皆様の御賛同を賜りますようよ

ろしくお願いいたします。

これより、本件の質疑○議長（北猛俊君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（北猛俊君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第２８

閉会中の所管事務調査について

閉会中の都市事例調査について

────────────────────

日程第２８ 閉会中の○議長（北猛俊君）

所管事務調査及び都市事例調査についてを一

括議題といたします。

本件について、各委員長よりの申し出を職

員に朗読いたさせます。

庶務課長鵜飼祐治君。

－登壇－○庶務課長（鵜飼祐治君）

総務文教常任委員会、議会運営委員会、各

委員長からの所管事務調査の申し出を朗読い

たします。

事務調査申出書。

本委員会は、閉会中、下記の件について継

続調査を要するものと決定したので申し出ま

す。

総務文教委員会。

調査番号、調査第６号。調査件名、財政状

況について。

次に、議会運営委員会委員長からの都市事

例調査の申し出を朗読いたします。

都市事例調査申出書。

本委員会は、閉会中、下記により都市事例
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調査を要するものと決定したので申し出ま

す。

議会運営委員会。

調査件名、議会運営と議会改革について。

調査地、三重県伊賀市、鈴鹿市。予定月日、

１月下旬。

以上です。

お諮りいたします。○議長（北猛俊君）

ただいま朗読報告のとおり、閉会中の事務

調査及び都市事例調査について決定いたした

いと存じます。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（北猛俊君）

す。

よって、それぞれ申し出のとおり、閉会中

の事務調査及び都市事例調査を許可すること

に決しました。

────────────────────

市 長 あ い さ つ

────────────────────

以上で、本日の日程は○議長（北猛俊君）

終わり、本定例会の案件は、すべて終了いた

しました。

この際、市長より発言の申し出がございま

すので、これを許可いたします。

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

議長の発言の許可をいただきましたので、

申し上げます。

平成１９年第４回定例会の閉会に当たりま

して、ごあいさつを申し上げる機会をいただ

きましたことに厚くお礼を申し上げます。

初めに、本議会に御提案いたしました一般

会計補正予算を初め、全議案の可決、承認を

いただきましたことに、衷心より御礼を申し

上げます。

本年を振り返ってみますと、懸案でありま

した地域センター病院であります富良野協会

病院の移転開院、中心街活性化センター「ふ

らっと」のオープンがあり、市民の医療の充

実と健康増進の取り組みが進められていると

ころでありますが、地方交付税の削減が続

き、財政の硬直化が一段と進み、地方自治体

にとりましては大変厳しい状況が続いた年で

あります。

さらに、食品の偽装表示による食の安全性

に対する不安、地球温暖化の進行、夏以降の

石油製品の高騰などにより、生産活動や市民

生活においても大変厳しい年でございまし

た。

本市の基幹産業であります農業につきまし

ては、干ばつの影響で作物の収量は低迷し、

価格も低調に推移したところでございます。

また、観光につきましては、上半期の入り込

みが、旅行形態の変化などにより、前年より

６.２％減の１１９万人でしたが、外国人観

光客の宿泊数が１万１,２００人と前年度よ

り４０％伸びており、これまでの地道な取り

組みが実を結んだあらわれであり、関係する

皆様に対しお礼を申し上げます。

今後、オーストラリア、韓国などスキー客

の来訪、１月にはスノーボードの二つの大

会、３月には全国高等学校選抜スキー大会の

開催が予定されており、多くの入り込みとス

キーの町富良野がＰＲされることを期待する

ところでございます。

最後に、本年も残すところわずかとなりま

したが、議員各位におかれましては健康に十

分留意され、ますますの御活躍と輝かしい新

年を迎えられますことを御祈念申し上げ、あ

いさつといたします。

ありがとうございました。

────────────────────

議 長 あ い さ つ

────────────────────

－登壇－○議長（北猛俊君）

１９年最後の議会になります第４回定例会

を終了するに当たりまして、私からも一言ご

あいさつを申し上げたいと思います。

今定例会、１０日から始まりまして、本日

までさまざまな案件について慎重に御議論を

いただきました。提案されました一般会計を

初めとする補正予算、そしてまたそれにかか
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わる条例等、慎重に御審議をいただき、委員

会付託あるいは議了という形で終了し得たこ

とは、心からお礼を申し上げますとともに、

議員皆さんの御協力に感謝を申し上げたいと

思います。

また、議案審査あるいは一般質問等におい

て、市長を初め理事者の皆さんにも本当に真

摯に対応いただきましたことに、厚くお礼を

申し上げたいと思います。

議案審査、そしてまた一般質問等で出され

ました意見については、この後の市政に十分

に反映をいただきますように、私の立場から

も要望をいたすところでございます。

本年１年を振り返ってみまして、夕張が財

政再建団体になったことを含め、地方自治体

には大変厳しい１年だったということが言え

るのかなと思ってございます。

しかしながら、春の統一地方選挙におきま

して、３名の新しい議員を迎えて、新たな体

制で出発し得たこと。そして、また、先ほど

市長からもお話ありましたが、交流センター

「ふらっと」、そしてまた地域医療の核とな

るセンター病院のオープンと、本当にうれし

く、そしてまた富良野市の今後の将来にも大

きく貢献をいただく出来事も多くあったかな

と思ってございます。それらを実現する明年

になるのかなと思ってございます。

最後、記憶の新しいところでは、富良野の

中心街にも熊が訪れるということもございま

した。熊にも住んでいただきたいと思われて

いるような富良野市であるのかなと思ってご

ざいます。そのことも含めて、富良野市の資

源かというふうに思います。

明年は、平成の時代がめでたく二十を迎え

るという節目の年にもなろうかと思います。

関係皆さんにおかれましては健康に十分留意

され、そしてまた明るい新年をお迎えになら

れますことを心から御期待申し上げながら、

甚だ簡単ですけれども閉会のごあいさつとさ

せていただきます。

本当にありがとうございました。

────────────────────

閉 会 宣 告

────────────────────

これをもって、平成１○議長（北猛俊君）

９年第４回富良野市議会定例会を閉会いたし

ます。

午後 ２時１１分 閉会
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平成１９年１２月２１日

北 猛 俊議 長

今 利 一署 名 議 員

覚 幸 伸 夫署 名 議 員


